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 毎年恒例となりました、三上努の令和３年の事件簿！ベスト５の発表となります。 
 

第５位 新入社員歓迎！ 

 令和３年も、新卒の求人活動を実施しました。４月に新 

卒３名入社しました。 

 木村、中野、舟橋の今後の活躍を期待しています！ 
 

第４位 少し痩せた！ 

 ５年ぶりくらいに、72kg 代に突入しました。MAX79kg 

でしたので、地球上から三上の体積が１割減りました！ 

 飲み会に行く回数が減ったことにより、肝臓にやさしい、地球にやさしい一年でした🌎 
 

第３位 コロナの猛威！ 

 一昨年もでしたが、昨年も一年コロナの猛威が吹き荒れました。年末には、ようやく終息の兆しが見えま

したが、変異もありますので、祈るばかりです。 
 

第２位 かすがい GOGO 株式会社の社長となる！ 

 商工会議所、観光コンベンション協会、商店街連合会と協力関係にある「かすがい GOGO 株式会社」。 

 この立ち上げを任されて、宅配事業やイーアス春日井での店舗開設に必死な一年でした(-o-;) 
 

第１位 社内恋愛、そして結婚へ 

 弊社の従業員のうち、結婚される方がいます。密かに付き合っており、聞いた時には、びっくり仰天！ 

 事務所を経営する際の一つの目標として、「従業員同士で結婚して、主賓で呼ばれる」そんな仲の良い事

務所を作りたい、という想いがありましたが、まさか本当になるとは！( *´艸｀) 

代表 

便り 

毎年恒例！令和３年の事件簿！ 

 

 皆様こんにちは！お正月はいかがお過ごしでしたか？ 

 執筆現在は 12 月上旬で、まだまだお正月は遠く先の未来ですが、祖父母の

家へ帰省しのんびり過ごすお正月が待ち遠しく感じます。 
 

 さて、新年 1 発目の話題ですが、令和 3 年度補正予算案として経済産業省

から発表された「事業復活支援金」についてお伝えしたいと思います。 

 この事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者に、地域・業種問わず、

固定費負担の支援として給付されるものになります。 
 

【対象者】 

 新型コロナウイルスの影響で、2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、50％以上又は

30％～50％減少した事業者 

 （中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主） 

<次のページへ続く>  

本店 

便り 

事業復活支援金について 文責：亀田 
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 謹んで新年をお祝い申し上げます🎍本年も皆様がご健勝でご多幸でありますよう、心からお祈り申し上

げます。 

 この年末年始休みもまたウガンダに行けなくて😢、がっかりな大みそかはチラチラと紅白を観たり観な

かったりで過ごしました。曲のタイトルなのかグループ名なのか分からない、を通り越して、もうグループ

名すら読めない…。半分くらい知らない歌手＆楽曲に、やっぱり「あの鐘を鳴らすのはあなた🎵」で締め

くくりたいなと思った 12 月 31 日でした。2022 年末こそは SAVO キッズと年越しパーティができますよ

うに!!!と切に願っています💪 
 

 さて、令和 4 年一発目の『NAOMI のこそっと事業所訪問』は、名古屋市港区のクラシックバイクの販売

とカスタムの【エビスバイク】様です🏍 
 

 今、オートバイの注目度が上がっていて、販売台数も 1999 年以降で

最高となっているとか。趣味やレジャー利用だけでなく、新型コロナウ

イルス感染予防で三密を防げること＆自動車の移動よりも身軽で渋滞な

ども避けられることも背景にあるようです。また、若い頃にバイクに親

しんだ中高年層が「リターンライダー」として中・大型を購入している

そうです。なかでもクラシックバイクは、ツーリング先の風景に溶け込

みやすい、と「映え」効果もあり注目を浴びているらしいです。 

 え？バイクに興味があるかって？ウガンダで３ケツにてボコボコ道を乗ったくらいしかありませんけど？

いえ、たまたま青春の１ページに、舘ひろしみたいなメンズにヘルメットを手渡され、「後ろ乗ってく？」

「えー髪型崩れるじゃ～ん」などと言いつつ後ろに乗って…、という情景がなかっただけですから💛 
 

 話が逸れましたが…エビスバイクショップには、どれを見ても同じのものがないオリジナリティ溢れるカ

スタマイズを施されたレース用バイクとツーリングバイクが並んでいます。お店のモットーが「バイク愛好

家の憩いの場」。お客様もバイクを買ってお終いではなく、カスタマイズに、はたまたオーナーに会いに、

何度も来店されるとか☺ 
 

 オリジナルパーツの「エビスレーシングバッフル」は、「エビスジャパン」の刻印が入っていてかっこい

い✨だけでなく、昭和的な「ええ音」がするそうです。そうなんですよね、今ってエコだの何だのって、

静か～や燃費良い～というのが主流ですが、バイクのドッドッドッって音は、やっぱりそそるものがあるん

ですよね。 

<次のページへ続く> 

 浅野温子になりたかった 文責：大脇 
インター 

店 
便り 

<前のページからの続き> 

【給付額】 

 2021 年 11 月～2022 年 3 月の売上高減少額を基準に算定されます。下表の上限額をご確認ください。 

売上高減少率 個人 

法人 

年間売上高 

1 億円以下 

年間売上高 

1 億円～5 億円 

年間売上高 

5 億円超 

マイナス 50％以上 50 万円 100 万円 150 万円 250 万円 

マイナス 30％～50％ 30 万円 60 万円 90 万円 150 万円 
 

 12 月上旬の現時点で詳細は決まっておらず、補正予算成立後、準備を経て申請受付が始まる予定で、基本

的には申請受付後 2 週間以内に給付金が振り込まれる予定です。 

 また詳細が決まり次第追ってお知らせいたします。 
 

 不明点等あれば、各担当者までご連絡お願いいたします。 
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<前のページからの続き> 

 バイクに興味がある方、昔乗っていたけれどまた乗りたくなった方、か

っこよくカスタマイズしたい方、クラシックバイクでレースに出たい方、

店長にただ会ってみたい方(笑)。ぜひ港区のエビスバイクへお立ち寄りく

ださい。 

 バイクに興味がなくてもほぼ毎日アップされるブログも楽しいですよ。

私が時々ブログをチェックしていることは内緒です💛 

「エビスバイク名古屋 - クラシックバイクの販売とカスタム(https://ebisubike.com/)」でおもしろブロ

グとバイク愛を楽しめますよ！ 
 

 ちなみに、バイクを事業で使用していた場合、事業用資産の位置づけになりますので、車と同様に資産計

上し、減価償却によって必要経費に計上します。新車の場合は、排気量等に関わらず法定耐用年数は 3 年で

す。車の場合、軽自動車は４年、普通自動車は 6 年。ただしハイエースはちょこっと注意！1・4 ナンバーは

貨物自動車に該当するため、耐用年数は 5 年となります。 

 不明点は担当者まで…。 

 2022 年 1 月施行の改正電子帳簿保存法により、電子取引に係るデータの電子データでの保存が義務化さ

れることについて皆様ご存じでしたか？ 
 

 電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。 

 例えば、請求書や領収書を PDF ファイルで電子メールを使い受け取る場合やＷEB ページからダウンロー

ドして受け取る場合が該当します。今までデータで授受していた請求書などは紙での保存が認められていま

したが、今後はすべての企業に対し、電子取引データの紙での出力保存が原則「不可」となります。 
 

 義務化に伴い、今後罰則として青色申告の取り消しもあり得ると国税庁から発表されています。ただし、

国税庁は紙ベースであっても適正な処理をしていれば、ただちにペナルティを加えることをしないことを

2021 年 11 月に明記しました。 

 今後の罰則強化に備え、取引先との請求書などどのようにしているのか確認してみてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （TKC HP より引用  https://www.tkc.jp/consolidate/lp/denshichobo/denshitorihiki/) 

 

 不明点等ございましたら各担当者にご質問ください。 
 

【参考サイト】国税庁 HP 

 「電子帳簿保存法について」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm 

 「電子帳簿保存法 Q＆A」   https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm 

経営 

情報 

2022 年から電子取引の保存が義務化されます！ 文責：舟橋 
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行楽 

日記 

クラインガルテン・聚楽園 

 コロナが落ち着いている 11 月下旬、「お出かけしよう」と突如思い立ち、子供たちにヒアリング。 

 三女(小 1)「修学旅行に行きたい！」(←修学旅行に行ってきた長女の影響) 

 次女(小 1)「いちご狩りがしたい！」(←スーパーでいちごが並ぶようになった影響) 

 長女(小 6)「行っても良いけど、朝早く起きなくてもすむところ」(←いつもと同じ意見) 

 3 人の希望を踏まえ、名古屋市のお隣・東海市へ行ってきました。 
 

 まずは、市がやっているクラインガルテン(貸し農場)です。ここでは 11 月下旬～12 月上旬にみかん狩

りができます。 

 たくさんのみかんの木があり、それぞれに多くの実がなっていました。みかんは、日光が良く当たる木の

上の方の実、でも一番上ではなくちょっと下の実が美味しいんだそうです。と聞いたものの、手が届く範囲

での収穫になりました(脚立やイスなどを持ち込んでいる方もいらっしゃいました)。 

 どれも本当に甘くておいしかったです。家族で 6 キロ収穫したので、今我が家にはみかんが潤沢にあり

ます♪ 
 

 続いて聚楽園公園へ。 

 駐車場に入ると、森の合間から大仏が見えます。車を停めて、まずは大仏を

近くで見ようと大きな芝生公園を横切り、聚楽園大仏へ。この大仏は昭和天皇

のご成婚を記念して昭和 2 年に建てられたそうです。近くに寄ると大仏の目が

少し開いていることがわかり、こちらを見られているような不思議な感覚にな

りました。 

 一度公園に戻り池を散策したりして、そろそろ帰ろうかとすると、「もう一

回大仏見たい！」と。再度大仏を見に行ってから帰路につきました。 
 

 最近、外出する機会がめっきり減り、家でゆっくりするって良いよね～なんて話していましたが、気候の

良い日に外を散策するのも、とても気持ちの良いことだなぁと改めて思った一日でした。 

文責：青木 

三上税理士法人 

■本店 

〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92 

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039 

■春日井インター店 

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町 108 番地 9 

TEL:0568-82-7770 / FAX:0568-82-7771 

◆共通メールアドレス  mikami@taxer.info 

今月の無料経営相談は、誠に勝手ながら 

お休み させていただきます。 

 

ご理解のほど、よろしくお願いいたし 

ます。 

無料経営相談について 

・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第 4 期分)  納付期限…1 月中において各自治体の条例で定める日 

・源泉所得税（7 月～12 月分）納期限の特例を受けている者の納付       納付期限…1 月 20 日(木) 

・固定資産税の償却資産に関する申告                     申告期限…1 月 31 日(月) 

・源泉徴収票の交付、支払調書・給与支払報告書の提出               期限…1 月 31 日(月) 

・11 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉 

                     申告期限…1 月 31 日(月) 

・5 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

                     申告期限…1 月 31 日(月) 

1 月の税務 


